
平
成
二
十
六
年
十
一
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八
日
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領

答

弁
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六

五

号

内
閣
衆
質
一
八
七
第
六
五
号

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
外
務
省
に
お
け
る
ワ
イ
ン
の
保
管
体
制
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
外
務
省
に
お
け
る
ワ
イ
ン
の
保
管
体
制
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
海
外
に
お
け
る
日
本
の
食
文
化
の
普
及
促
進
の
た
め
に
国
産
ワ
イ
ン
を
使
用
す
る
こ
と
は
重
要
と
考

え
て
お
り
、
か
か
る
点
も
勘
案
の
上
、
ワ
イ
ン
の
選
定
を
行
い
、
購
入
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
四
日
内
閣
衆
質
一
八
七
第
四
三
号
）
七
及
び
八
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
。


